
日
『
左
経
記
』
長
元
元
年
（
一

O
二
八
）
七
月
一
日
条

心
誉
僧
都
於
一
三
井
寺
、
限
一
一
五
七
日
修
一
全
剛
童
子
法
、
始
レ
従
今
日
一
七

個
日
於
一
一
叡
山
令
一
良
明
師
供
一
薬
師
、
料
米
三
石
一
斗
余
、
油
二
升
一
A
A

口、

此
外
五
穀
桶
等
物
見
送
之
、

『小右記』こぼれ話

経
頼
は
五
三
歳
で
左
中
弁
。
翌
年
正
月
右
大
弁
・
蔵
人
頭
に
な
る
（
『
公
卿
補

任』）
0

経
頼
は
今
日
か
ら
、
園
城
寺
で
心
誉
に
除
災
・
延
命
祈
願
の
た
め
に
三
五
日

間
金
剛
童
子
法
を
修
さ
せ
、
延
暦
寺
で
良
明
に
七
日
間
、
除
病
厄
難
泊
除
安
息
を
祈

る
薬
師
供
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
経
頼
は
「
料
米
三
石
一
斗
余
、
油
一
一
升
一
合
、

比
外
五
穀
桶
等
物
」
を
心
誉
と
良
明
の
も
と
に
「
見
送
」
し
た
。

こ
の
場
合
、
『
小
右
記
』
の
と
き
の
よ
う
に
「
見
せ
送
る
」
か
も
し
れ
な
い
と
考
え

込
む
余
地
は
な
い
。
代
物
で
も
手
形
で
も
な
く
、
米
・
油
な
ど
の
「
現
物
」
を
送
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
資
と
経
頼
の
「
見
送
」
の
用
法
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い

が
、
『
小
右
記
』
の
「
見
透
」
の
読
み
方
は
や
は
り
「
げ
ん
そ
う
」
、
語
義
は
現
物
を

送
る
、
で
い
い
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。

実
資
の
実
子
、

幼
名
観
薬
は
良
円
か
？

下
向
井
龍
彦

藤
原
実
資
に
、
幼
名
を
「
観
薬
」
と
い
う
実
子
が
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い

2
0
一
方
、
実
資
の
実
子
に
権
少
僧
都
良
円
が
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
小
論
は
、
こ
の
観
薬
が
良
円
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊ 

『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五）

一
一
月
十
日
条
に

小
時
帰

の
記
事
が
あ
る
。
実
資
が
「
町
尻
殿
」
を
訪
問
し
て
、
「
弁
」
が
生
ん
だ
実
子
の
小
童

と
会
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
居
た
だ
け
で
帰
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿

で
は
『
小
右
記
』
記
事
に
つ
い
て
は
典
拠
を
一
不
さ
な
い
て

町
尻
殿
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
疫
病
で
死
去
し
た
七
日
開
白
道
兼
の
邸
宅
で

あ
っ
た
。
左
京
二
条
三
坊
五
町
の
地
で
あ
る
。
同
十
一
町
に
あ
っ
た
実
資
第
小
野
宮

の
南
西
斜
向
か
い
に
あ
た
り
、
道
兼
死
後
は
、
道
兼
妻
で
一
条
天
皇
の
「
宣
旨
」
で

あ
っ
た
大
蔵
卿
藤
原
遠
量
女
が
住
ん
で
い
た
ら
し
い
と
い
う
説
が
あ
る

2
0
こ
の
説

に
従
え
ば
、
町
尻
殿
に
住
む
「
弁
」
は
遠
量
女
に
仕
え
て
宮
仕
え
し
て
い
た
女
性
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
恨
拠
と
さ
れ
る
『
小
右
記
』
長
徳
三
年

（
九
九
七
）
六
月
三
日
条
に
み
え
る
「
故
宣
旨
」
は
実
資
の
乳
母
で
、
六
月
三
日
は

そ
の
忌
日
。
長
元
三
一
年
（
一

O
三
O
）
六
月
三
日
条
に
「
故
乳
母
忌
目
、
宵
旨
、
」
と

あ
り
、
「
故
宣
旨
」
は
道
兼
妻
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
実
資
は
永
一
昨
元
年
（
九
八
九
）
七
月
十
日
、
乳
母
の
「
宣
旨
」
の
病
を

「
二
条
」
に
見
舞
い
、
長
徳
三
年
六
月
一
一
一
目
、
「
故
宣
旨
」
の
遠
忌
の
供
養
料
と
し
て

布
・
米
を
「
二
条
」
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
「
二
条
」
が
町
尻
殿
（
一
＋
条
殿
）
を
指

す
と
す
れ
ば
、
実
資
乳
母
「
宣
旨
」
は
、
長
徳
元
年
に
道
兼
が
亡
く
な
る
ま
で
は
町

尻
殿
に
道
兼
二
家
、
遠
且
一
二
家
と
同
居
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ

の
時
期
、
実
資
が
『
小
右
記
』
に
ご
一
条
」
と
書
く
場
合
、
実
資
亡
妻
の
源
惟
正
女

と
と
も
に
暮
ら
し
た
小
野
宮
第
南
東
斜
向
か
い
二
条
三
坊
卜
三
町
の
「
二
条
家
」
で

あ
る
。
「
町
尻
殿
」
が
道
兼
の
「
二
条
殿
」
を
指
す
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
「
町
尻
」

に
あ
る
邸
宅
と
い
う
な
ら
（
『
小
右
記
』
に
は
こ
の
一
個
所
し
か
所
見
は
な
い
て
か

つ
て
実
資
邸
で
あ
り
現
在
は
道
長
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
「
二
条
家
」
も
「
町
尻

殿
」
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
町
尻
殿
」
が
ど
の
第
宅
な
の
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か
こ
れ
以
上
の
詮
索
は
せ
ず
、
「
町
尻
殿
」
か
ら
「
弁
」
の
人
物
像
を
と
ら
え
る
こ
と

は
あ
き
ら
め
る
。
町
尻
殿
に
住
む
「
弁
」
は
、
道
兼
町
尻
殿
な
ら
遠
量
二
家
の
関
係

者
、
二
条
家
な
ら
実
資
乳
母
「
故
宣
旨
」
の
関
係
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

「
弁
腹
小
童
」
に
会
っ
た
二
ヶ
月
後
の
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条
に

ま
た
「
弁
腹
小
童
」
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
そ
の
名
前
が
「
観
薬
」
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
日
は
賀
茂
祭
の
三
日
前
に
斎
院
が
賀
茂
川
で
御
棋
を
す
る
斎
院
御
艇

の
日
で
あ
り
、
観
薬
は
叔
母
の
尼
君
（
実
資
姉
）
に
連
れ
ら
れ
て
華
や
か
な
斎
院
御

棋
行
列
を
見
物
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
資
は
賀
茂
棋
祭
行
事
上
卿
で
あ
り
、
こ
の
日
、

御
棋
の
上
卿
と
し
て
斎
院
か
ら
御
旗
行
列
を
送
り
出
し
、
堀
河
辺
以
西
で
行
列
の
様

子
を
検
分
か
た
が
た
見
物
し
て
帰
宅
し
た
。
帰
宅
後
の
こ
と
を
実
資
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

2 0 1 5 

余
帰
レ
家
後
、
左
金
吾
一
愛
子
金
石
送
レ
之
、
依
一
士
口
日
所
レ
送
也
者
、
即
資
平
与

同
車
見
物
次
、
所
レ
来
也
、
与
一
道
風
手
跡
一
巻
、
以
二
資
平
一
令
レ
送
也
、
帰
来

云
、
金
吾
沸
泣
如
ν
雨
、
哀
憐
之
甚
、
附
属
詞
不
レ
可
一
一
敢
云
者
、
弁
腹
小
童
観

薬
白
一
西
殿
一
送
給
也
、
即
見
返
送
、
入
夜
詣
一
西
殿
一
、
深
更
帰
、
昨
以
往
有
一

触
械
疑
、
仰
所
レ
不
レ
詣
也
、
（
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五
）
四
月
十
七
日
条
）

第 6号史人

実
資
の
帰
宅
後
、
公
任
が
、
ち
ょ
う
ど
吉
日
と
い
う
の
で
「
愛
子
」
の
童
「
金

石
」
を
実
資
の
も
と
に
送
っ
て
き
た
。
実
資
の
養
嫡
子
資
平
（
兄
懐
平
の
実
子
）
が

同
車
し
て
賀
茂
祭
御
旗
行
列
の
見
物
に
連
れ
て
行
き
、
見
物
を
終
え
て
か
ら
米
た
の

で
あ
る
。
実
資
は
「
金
石
」
に
小
野
道
風
の
書
跡
一
巻
を
与
え
、
資
平
に
命
じ
て

「
金
石
」
を
公
任
の
も
と
に
送
り
届
け
さ
せ
た
。
資
平
は
帰
っ
て
き
て
「
公
任
殿
は

さ
め
ざ
め
と
沸
泣
し
て
い
ま
し
た
。
愛
子
金
石
を
手
放
す
こ
と
を
悲
し
く
哀
れ
に
思

う
気
持
ち
が
溢
れ
、
愛
子
を
父
上
に
『
附
属
』
す
る
口
上
を
私
に
述
べ
る
と
き
も
、

涙
で
ほ
と
ん
ど
言
葉
に
な
ら
な
い
様
子
で
し
た
」
、
と
告
げ
た
。
こ
の
日
は
愛
子
を

「
附
属
」
す
る
儀
礼
だ
け
だ
っ
た
か
ら
「
愛
子
金
石
」
は
公
任
の
も
と
に
帰
っ
た
が
、

や
が
て
公
任
の
手
を
離
れ
、
実
資
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
日
、
金
石
が
帰
っ
た
後
で
あ
ろ
う
、
実
資
実
子
の
弁
腹
小
童
観
薬
が
小
野
宮
第

の
西
隣
、
西
殿
に
住
む
姉
の
尼
君
の
も
と
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
。
実
資
は
、
観
薬
と

ち
ょ
っ
と
面
会
し
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
西
殿
に
送
り
返
し
た
。
夜
に
な
っ
て
、
実
資

は
一
人
商
殿
を
訪
れ
、
夜
中
ま
で
観
薬
と
共
に
過
ご
し
て
、
帰
宅
し
た
。
昨
日
よ
り

前
は
、
西
殿
に
械
の
疑
い
が
あ
っ
た
の
で
（
実
資
は
隈
祭
行
事
ヒ
卿
の
立
場
L
し
、
断

じ
て
械
に
触
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
て
は
や
る
気
持
ち
を
抑
え
て
、
訪
問
す
る
の
を

我
慢
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

実
子
を
従
兄
弟
に
委
ね
る
公
任
の
哀
憐
と
、
実
子
と
隠
れ
る
よ
う
に
逢
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
実
資
の
悲
哀
。
い
ず
れ
も
父
の
悲
し
み
で
あ
る
。
こ
の
「
金
石
」
と

「
観
薬
」
は
、
以
下
の
行
論
が
正
し
け
れ
ば
、
二
三
年
の
の
ち
、
権
律
師
を
競
望
す

る
良
海
と
良
円
で
あ
り
、
内
供
労
で
は
上
璃
の
良
海
を
出
し
抜
い
て
さ
き
に
権
律
師

に
任
じ
ら
れ
る
の
は
、
良
円
の
方
で
あ
っ
た
。

観
薬
は
西
殿
に
常
住
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
ヶ
月
前
に
は
町
尻
殿
の
母
の
も

と
に
お
り
、
今
度
は
数
日
間
、
父
実
資
に
会
う
た
め
に
西
殿
に
住
む
叔
母
の
実
資
姉

尼
君
の
と
こ
ろ
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
観
薬
は
ふ
だ
ん
は
ど
こ
に
住
ん
で
い

た
の
だ
ろ
う
。
あ
と
で
挙
げ
る
史
料
か
ら
、
観
薬
は
比
叡
山
で
稚
児
を
務
め
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
母
弁
の
住
む
町
尻
殿
に
も
叔
母
の
尼
君
の
も
と
に
も
一
時
的
な
滞
在

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
に
観
薬
の
こ
と
が
三
回
し
か
出
て
こ
な
い
の
も
、
そ

れ
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

六
年
後
の
寛
弘
八
年

以
大
炊
頭
光
栄
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日月
日守 一

時明五；
戊午日
一正冬τ

点1正
若、
十 H
2士、

ー甲
点午

と
あ
る
。
『
大
日
本
古
記
録
』
本
寛
弘
八
年
十
一
月
・
十
－
一
月
条
（
底
本
東
山
御
文
庫

本
第
十
一
一
冊
）
は
欠
損
が
多
く
読
み
づ
ら
い
が
、
二
十
五
日
条
の
「
賀
茂
光
栄
に
薬

口
の
元
服
日
時
を
勘
申
さ
せ
た
ら
、
明
年
正
月
二
十
六
日
甲
午
、
時
は
戊
二
点
か
亥



『小右記』こぼれ話

二
点
と
勘
申
し
た
」
と
い
う
記
事
は
、
ど
う
み
て
も
我
が
子
の
元
服
で
あ
る
。
養
子

資
高
（
兄
高
遠
息
）
は
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
正
月
二
十
六
日
に
一
五
歳
で
元
服

し
て
い
る
か
ら
（
『
小
右
記
』
同
日
条
て
こ
の
元
服
は
資
高
の
も
の
で
は
な
い
（
た

だ
し
何
か
の
事
情
で
ま
る
一
年
元
服
が
遅
れ
た
な
ら
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
て
ま
た
ほ
ぼ
同
時
期
（
お
そ
ら
く
翌
年
）
に
同
じ
く
養
子
資
頼
（
兄
懐
平
息
）
が

元
服
し
た
ら
し
い
が
、
彼
は
幼
名
「
助
命
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
薬
口
の
元

服
は
資
頼
の
も
の
で
は
な
い

2
0
こ
の
記
事
の
、
元
服
を
前
に
し
た
幼
名
を
薬
口
と

す
る
実
資
の
子
息
は
、
寛
弘
二
年
四
月
十
七
日
条
の
「
弁
腹
小
童
観
薬
」
に
あ
た
る

（
観
薬
カ
）

と
思
わ
れ
、
「
令
レ
勘
一
薬
口
元
服
日
時
一
」
は
「
令
レ
勘
一
観
薬
元
服
日
時
一
」
の
誤
写

で
あ
ろ
う
（
士
す
る
と
観
薬
の
元
服
は
、
賀
茂
光
栄
の
日
時
勘
申
通
り
に
行
わ
れ
た
と
す

る
な
ら
、
寛
弘
九
年
日
長
和
元
年
（
一

O
二
一
）
正
月
二
十
六
日
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

実
資
実
子
良
円
の
『
小
右
記
』
に
お
け
る
初
見
は
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
五
月

十
八
日
条
で
あ
り
ミ
、
観
薬
元
服
の
二
年
後
で
あ
る
。
元
服
し
て
た
だ
ち
に
出
家
さ

せ
た
と
し
て
、
不
自
然
で
は
な
い
登
場
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
『
僧
綱
補
任
』

の
永
承
五
年
（
一

O
五
O
）
七
月
十
八
日
入
減
、
六
八
歳
、
と
い
う
記
述
か
ら
、
出

生
は
永
観
元
年
（
九
八
三
）
と
推
算
さ
れ
て
き
た
が
、
観
薬
が
良
円
な
ら
そ
の
生
年

は
ず
っ
と
遅
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

＊ 

さ
て
、
『
朝
野
群
載
』
（
巻
一
七

仏
事
下
）
所
収
の
次
の
文
書
に
注
目
し
た
い
。

請
レ
延
二
出
家
一

請
レ
被
一
暫
任
一
衆
望
一
、
延
一
観
薬
出
家
状

右
観
薬
、
取
相
於
章
男
＼
観
音
分
身
勿
レ
疑
、
裏
一
質
於
天
女
、
吉
祥
別
願

麦
顕
也
、
然
則
臥
レ
雲
冶
レ
霞
之
客
、
展
白
眉
於
再
顧
之
問
、
念
レ
仏
読
レ
経
之

徒
、
開
二
紅
唇
於
一
咲
之
後
一
、
愛
有
一
一
議
定
、
俄
可
一
出
家
）
云
々
、
抑
菩
薩
誓

願
、
不
一
一
必
期
一
一
出
家
一
、
以
一
利
生
為
レ
前
、
大
聖
威
儀
、
不
三
必
廃
一
一
俗
形
一
、

以
レ
化
為
レ
宗
、
是
以
縦
雄
レ
遺
一
一
於
首
羅
一
、
四
弘
之
月
照
レ
頂
、
設
雄
レ
着
二
於
朝

服
一
、
三
版
之
珠
繋
レ
胸
突
、
一
人
剃
レ
頭
之
期
、
日
月
暫
廻
、
諸
徳
焼
レ
瞳
之
思
、

畑
火
自
館
、
難
レ
抑
血
一
俣
之
輩
、
不
レ
堪
懇
念
之
至
一
、
謹
言
、

長
保
三
年
十
一
月
十
八
日

観
薬
と
い
う
名
の
稚
児
の
出
家
を
延
期
す
る
よ
う
求
め
る
長
保
三
年
（
一

0
0

一
）
十
一
月
十
八
日
付
け
申
状
で
あ
る
。
私
に
は
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
が
、
お
お

よ
そ
の
意
味
を
と
っ
て
み
よ
う
。

稚
児
の
観
薬
は
「
童
男
」
の
顔
立
ち
を
し
た
観
音
の
分
身
に
疑
い
な
く
、
彼
の
天

女
の
よ
う
な
気
立
て
は
吉
祥
天
が
別
願
に
よ
っ
て
顕
現
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
修
行
中
の
僧
侶
た
ち
は
彼
を
見
か
け
た
ら
う
っ
と
り
見
と
れ
、
念
仏
読
経
を

し
よ
う
と
す
る
僧
侶
は
彼
の
姿
を
目
に
す
る
と
思
わ
ず
微
笑
ん
で
念
仏
読
経
を
は
じ

め
る
と
い
う
ほ
ど
、
彼
は
僧
侶
の
間
で
心
和
ま
せ
る
人
気
者
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
に
わ
か
に
観
薬
を
出
家
さ
せ
る
と
い
う
「
議
定
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
も
そ
も
菩
薩
が
一
切
衆
生
を
救
済
す
べ
く
誓
願
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
衆

生
を
出
家
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
衆
生
の
利
益
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
修
行
者
と
し
て
生
活
す
る
の
に
、
俗
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
必
要
は
な
く
、

他
者
を
感
化
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
観
薬
は
、
た
と
え
俗
人

で
は
あ
っ
て
も
私
た
ち
を
照
ら
す
月
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
か
り
に
俗
服
を
着
て

い
て
も
仏
に
帰
依
す
る
心
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
か
ら
、
剃
頭
出
家
の
時
期
を
延
期

し
て
ほ
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
我
々
の
修
行
へ
の
情
熱
は
消
え
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
に
観
薬
の
出
家
を
惜
し
む
我
々
の
「
血
涙
抑
え
が
た
い
」
願
い
を
ど
う
か
聞
き

届
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

以
上
が
、
観
薬
の
出
家
延
期
を
要
請
す
る
「
衆
望
」
の
お
お
ま
か
な
内
容
で
あ
る
。

観
薬
は
、
厳
し
い
修
行
に
励
む
僧
侶
た
ち
か
ら
可
愛
が
ら
れ
、
彼
ら
の
心
に
憩
い
を

与
え
る
ア
イ
ド
ル
の
よ
う
な
稚
児
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
観
薬
こ
そ
、

寛
弘
八
年
（
一

O
一
一
）
に
元
服
し
た
実
資
実
子
観
薬
で
あ
る
、
と
み
た
い
の
で
あ

る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
大
日
本
古
記
録
小
右
記
』
（
十
一
巻
「
藤
原
実
資
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年
譜
」
）
も
実
資
男
観
薬
と
み
な
し
て
記
事
に
採
っ
て
い
る
。

長
暦
二
年
（
一

O
三
八
）
、
天
台
座
主
の
人
選
で
紛
糾
し
て
い
た
と
き
、
右
大
臣
実

資
は
我
が
子
良
円
こ
そ
座
主
に
ふ
さ
わ
し
い
と
、
孫
の
蔵
人
頭
資
一
房
に
語
っ
た
。
そ

の
な
か
で
実
資
は
「
今
良
円
従
七
歳
住
一
叡
岳
、
久
不
レ
染
一
一
俗
塵
一
」
と
圭
一
口
っ
て

い
る
（
『
春
記
』
長
暦
二
年
十
月
二
十
二
日
条
）
。
七
歳
で
入
山
し
た
と
い
う
実
父
実

資
の
記
憶
に
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
叡
山
の
僧
侶
た
ち
か
ら
出
家
延
期
願
い
が

出
さ
れ
た
長
保
三
年
（
一

O
O
一
）
が
、
か
り
に
入
山
二
年
目
で
八
歳
と
す
る
な
ら

ば
、
誕
生
は
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
僧
綱
補
任
』
で
推
算
さ

れ
る
誕
生
年
永
観
元
年
（
九
八
三
）
よ
り
一
一
年
後
の
誕
生
に
な
る
。
す
る
と
寛
弘

九

年

一

O
二
一
）
正
月
二
十
六
日
の
元
服
は
一
九
歳
、
実
資
に
会
っ
た
寛
弘
二
年

に
は
一
二
歳
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
一
歳

1
一
五
歳
で
元
服
し
て
い
た
当
時
の
貴

族
社
会
の
慣
行
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
が

2
、
叡
山
で
長
く
稚
児
を
務
め
僧
侶
た

ち
か
ら
出
家
延
期
を
望
ま
れ
て
い
た
観
薬
だ
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
う

る
の
か
、
そ
も
そ
も
私
が
無
理
な
推
測
を
し
て
い
る
か
ら
か
。

こ
の
申
状
は
、
中
世
の
稚
児
の
源
流
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
史
料
だ
と
思
わ

れ
る
。
ま
ず
こ
の
申
状
の
提
出
主
体
、
提
出
先
は
誰
な
の
だ
ろ
う
。
土
谷
恵
氏
に
よ

れ
ば
3
、
中
世
寺
院
で
生
活
す
る
童
は
、
僧
侶
の
私
的
な
生
活
の
場
で
あ
る
院
家
や

房
に
所
属
し
て
い
た
。
院
家
（
房
）
内
は
、
院
（
房
）
主
を
師
と
す
る
公
達
（
貴
族
子

弟
）
・
修
学
者
と
い
う
弟
子
僧
と
、
「
児
」
「
中
童
子
」
「
大
童
子
」
と
い
う
稚
児
、
侍

・
舎
人
・
牛
飼
い
な
ど
の
奉
仕
者
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
う
ち
「
児
」
は
公
達
に
次
ぐ

序
列
と
待
遇
を
受
け
る
貴
族
（
や
中
下
級
貴
族
出
身
の
房
官
僧
）
の
子
で
あ
り
、
数

少
な
い
特
別
な
童
で
あ
っ
た
と
い
う
。

観
薬
が
実
資
実
子
良
円
の
幼
名
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
申
状
は
、
良
円
の
師
慶
円

（
実
資
の
母
方
の
叔
父
）
の
一
房
に
所
属
す
る
弟
子
僧
た
ち
が
、
房
主
慶
円
に
宛
て
て

提
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
ま
た
実
資
実
子
観
薬
は
中
世
の
稚
児
の
序
列
で
い
え
ば

「
児
」
に
相
当
す
る
特
別
の
童
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
注
目
す
べ
き

は
、
房
所
属
の
「
児
」
を
出
家
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
、
一
房
主
だ
け
の
判
断
に
よ
る
の

第 6号史人

で
は
な
く
、
房
主
と
房
所
属
の
幹
部
僧
に
よ
る
「
議
定
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
、
房
内
「
議
定
」
に
対
し
て
所
属
僧
が
申
状
に
よ
っ
て
異
議
申
し

立
て
を
で
き
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

土
谷
恵
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
院
家
（
房
）
に
お
け
る
「
児
」
の
役
割
は
、
斬
廷
仏
事

や
儀
式
に
出
仕
す
る
師
僧
の
行
列
に
あ
っ
て
、
師
僧
の
車
の
そ
ば
に
華
美
な
装
束
で

供
奉
す
る
こ
と
、
師
僧
の
側
近
に
砥
候
し
て
身
辺
雑
用
、
陪
膳
・
接
客
な
ど
の
役
を

奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
奉
仕
に
あ
た
っ
て
「
児
」
は
顔
に
化
粧
を
施
し
髪
は
垂
髪

で
華
美
な
装
束
を
身
に
つ
け
た
。
師
僧
の
身
辺
奉
仕
の
か
た
わ
ら
、
「
児
」
は
行
儀
作

法
、
外
典
（
儒
教
経
典
）
・
詩
歌
・
管
弦
な
ど
諸
学
芸
な
ど
の
厳
し
い
修
養
が
求
め
ら

れ
た
。
ま
た
師
僧
に
対
し
て
は
父
子
・
君
臣
に
擬
さ
れ
る
絶
対
服
従
が
求
め
ら
れ
、

「
そ
の
服
従
故
に
寝
室
に
ま
で
奉
仕
す
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
」
、
父
母
の
よ
う

に
か
わ
い
が
る
「
僧
に
対
し
て
も
、
同
じ
奉
仕
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
」
。

こ
の
中
世
院
家
（
房
）
に
お
け
る
「
児
」
の
役
割
が
、
一
一
世
紀
初
頭
の
慶
円
房
内

の
観
薬
の
よ
う
な
稚
児
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

観
薬
出
家
延
期
を
請
願
す
る
申
状
の
内
海
か
ら
は
、
こ
の
時
期
の
稚
児
た
ち
も
同
様

の
装
束
・
化
粧
で
飾
り
、
同
様
の
役
割
を
果
た
し
、
同
伴
慌
の
修
養
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
七
月
二
十
八
日
条
で
は
、
観
修
僧
正

房
の
「
童
子
」
と
明
豪
僧
都
房
の
「
童
子
」
が
闘
乱
し
、
僧
正
一
周
「
童
部
」
が
瓦
礁

を
投
げ
て
僧
都
房
を
打
ち
破
っ
た
。
僧
房
に
は
多
く
の
童
子
が
所
属
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
（
一

O
一
八
）
三
月
二
十
四
日
条
で

は
、
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
頼
通
春
日
詣
の
準
備
過
程
で
準
備
担
当
者
豊
原
為
時
ら

が
佐
保
殿
の
装
束
の
た
め
に
佐
保
殿
預
を
呼
び
出
し
た
と
こ
ろ
、
本
人
は
来
な
い
で

代
理
の
侍
法
師
を
寄
越
し
て
き
た
。
為
時
ら
は
摂
政
の
命
な
く
法
師
を
呼
び
出
す
の

は
ま
ず
い
と
警
戒
し
て
追
い
返
し
た
と
こ
ろ
、
「
大
童
子
」
し
ハ
、
七
人
が
来
て
為
時
ら

が
侍
法
師
を
「
揚
打
」
っ
た
と
抗
議
し
、
法
師
五
、
六
人
が
そ
の
と
き
の
為
時
の
放

一
ご
一
口
に
抗
議
し
た
。
こ
こ
で
も
興
福
寺
別
当
林
懐
房
に
「
ぃ
ハ
、
七
人
」
以
上
の
「
大
童

( 181) 



『小才7記』こぼれ話

子
」
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
摂
関
期
の
高
僧
た
ち
の
僧
房
に
は
中
世
と

変
わ
ら
ぬ
構
成
の
稚
児
集
団
が
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

高
僧
の
行
列
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一

O
一六）

五
月
二
十
四
日
、
去
る
十
六
日
の
諸
寺
別
当
定
で
興
福
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
た
林
懐

僧
都
が
実
資
邸
に
慶
賀
を
申
す
た
め
に
来
訪
し
た
が
、
実
資
物
忌
中
の
た
め
門
外
ま

で
来
た
と
こ
ろ
で
退
去
し
た
。
そ
の
時
の
慶
賀
の
行
列
は
「
前
駆
廿
八
人
、
相
従
車

五
両
」
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
四
月
二
十
四
日
条

に
は
「
入
道
殿
夜
前
参
内
、
僧
綱
五
人
、
御
前
僧
四
人
、
中
童
子
二
人
、
大
童
子
十

二
人
、
二
人
長
、
旧
随
身
不
レ
着
レ
剣
砥
候
、
摂
政
以
下
家
子
供
奉
」
と
あ
り
、
受
戒

を
前
に
参
内
し
た
僧
形
の
道
長
は
、
僧
綱
乗
車
五
両
・
前
駆
僧
四
人
・
中
童
子
二
人

・
大
童
子
二
一
人
・
随
身
・
摂
政
以
下
家
子
の
お
供
を
従
え
て
い
た
。
土
谷
氏
が
紹

介
し
た
院
政
期

1
鎌
倉
期
の
高
僧
行
列
と
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
中
に
は
化
粧
を
施

し
稚
児
装
束
を
着
た
「
児
」
が
何
人
も
混
じ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
中
世
稚
児
に
つ
い
て
は
師
僧
・
僧
侶
と
の
男
色
の
面
に
興
味
が
向
き
が
ち
で

あ
る
が
玉
、
観
薬
を
「
観
音
」
「
吉
祥
天
」
に
擬
す
弟
子
僧
た
ち
の
関
心
に
そ
の
よ

う
な
指
向
性
は
う
か
が
え
る
も
の
の
、
修
行
や
読
経
の
と
き
稚
児
姿
の
観
薬
が
眼
に

入
る
と
修
行
へ
の
意
欲
、
が
高
ま
る
か
ら
出
家
を
延
期
し
て
ほ
し
い
と
い
う
弟
子
僧
た

ち
の
願
い
は
、
よ
り
素
朴
で
健
康
的
な
、
ア
イ
ド
ル
へ
の
憧
憶
の
よ
う
な
も
の
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
。

な
お
土
谷
氏
が
引
く
守
覚
法
親
王
『
右
記
』
「
童
形
等
消
息
事
」
の
「
落
飾
の
事
。

十
七
若
し
く
は
十
九
を
も
っ
て
そ
の
年
限
を
定
ぺ
き
な
り
」
の
記
事
は
、
「
児
」
は
一

七
歳
か
ら
一
九
歳
の
聞
に
出
家
さ
せ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
観
薬
U
N

良
円
が
一
九
歳

で
元
服
し
て
出
家
し
た
ど
す
る
私
の
上
記
の
推
算
は
、
こ
の
規
定
に
あ
て
は
ま
る
。

＊ 

こ
の
よ
う
に
観
薬
を
良
円
と
し
た
場
合
、
良
円
の
母
や
資
平
と
の
年
齢
上
の
関
係

に
つ
い
て
の
『
大
鏡
』
（
実
頼
五
五
）
の
記
述
と
吉
田
氏
ら
の
推
定
と
の
食
い
違
い

は
解
消
さ
れ
る
。
『
大
鏡
』
に
は
、

（
実
資
）

こ
の
お
と
ジ
の
、
御
子
な
き
な
げ
き
を
し
給
て
、
我
御
甥
の
資
平
の
宰
相
を
や

し
な
ひ
給
め
り
、
す
ゑ
に
宮
仕
人
を
お
ぼ
し
け
る
は
ら
に
て
い
で
お
は
し
た
る

男
子
は
、
法
師
に
て
内
供
良
円
君
と
て
お
は
す
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
良
円
は
、
実
資
が
資
平
を
養
子
に
し
て
か
ら
あ
と
に

生
ま
れ
た
、
②
良
円
の
母
は
「
宮
仕
人
」
す
な
わ
ち
御
所
勤
め
の
女
房
で
あ
っ
た
、

と
い
う
。
資
平
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
生
ま
れ
で
、
『
僧
綱
補
任
』
は
、
良
円
の
長

元
元
年
（
一

O
二
八
）
権
律
師
補
任
時
に
四
六
歳
と
し
て
お
り
、
永
一
観
元
年
（
九
八

一
二
）
生
ま
れ
、
資
平
よ
り
三
歳
年
長
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
『
大
鏡
』
の
記
述
と
矛
盾

す
る
。
こ
れ
ま
で
は
『
僧
綱
補
任
』
の
年
齢
が
尊
重
さ
れ
、
物
語
で
あ
る
『
大
鏡
』

の
記
事
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
観
薬
が
良
円
な
ら
、
『
大
鏡
』
の
記
事
が
生
き
て

く
る
。
ま
た
観
薬
の
母
親
の
「
弁
」
と
い
う
名
は
、
宮
仕
え
の
経
験
を
語
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
時
期
、
実
資
に
一
愛
さ
れ
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
ご
ろ
、
観
薬
uu
良
円

を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
記
事
と
符
合
す
る
。

以
上
の
考
察
の
結
果
、
私
は
、
実
資
実
子
幼
名
観
薬
こ
そ
良
円
で
は
な
か
っ
た
か

と
推
測
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
考
察
を
、
無
残
に

打
ち
砕
く
事
実
が
立
ち
は
だ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
良
円
が
は
じ
め
て
『
小
右
記
』
に

登
場
す
る
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
五
月
十
八
日
条
に
は
、
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今
日
故
殿
御
忌
日
、
精
進
、

蓮
華
寺
、

（
送
脱
カ
）

不
レ
能
一
白
斎
、
前
物
内
供
許
、

日
来
住
一
妙
法

と
あ
り
、
実
資
は
祖
父
（
養
父
）
実
頼
の
忌
日
の
僧
騰
を
妙
法
蓮
華
寺
の
住
僧
で
あ

る
実
子
の
内
供
良
円
の
も
と
に
送
り
、
代
わ
り
に
斎
食
に
奉
仕
さ
せ
て
い
る
。
私
の

推
測
に
従
え
ば
、
良
円
は
出
家
後
二
年
、
二
一
歳
で
内
供
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。



ま
た
長
和
四
年
八
月
二
十
六
日
条
に
は

（
峻
ド
）

大
僧
正
使
懐
源
法
師
被
レ
送
一
辞
書
案
、
其
状
有
辞
大
僧
正
職
一
以
内
供
良
円

可
し
被
レ
任
律
師
一
之
事
、
予
答
云
、
雌
〆
有
前
例
一
、
忽
不
レ
可
レ
然
、
共
故
者
、

大
和
尚
与
一
左
相
府
近

H
不
ν

和
、
必
無
許
容
殿
、
又
良
円
事
ド
宵
内
々
先

達
相
府
一
、
随
其
気
色
可
左
右
一
也
、
而
不

K
M
案
内
被
レ
奏
此
状
一
、

相
府
計
レ
之
有
レ
所
し
懐
欺
、
就
中
良
円
法
師
非
宿
老
、
又
非
レ
器
、
避
一
一
重
職

被
譲
与
如
何
、
更
々
不
〆
可
レ
被
清
書
由
、
返
々
含
懐
源
了
、

2 0 1 5 

と
あ
る
。
実
資
は
良
円
を
律
師
に
補
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
左
大
医
道
長
に
内
々
に

打
診
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
実
資
の
叔
父
で
あ
り
良
円
の
師
僧
で
も
あ
る
慶
円
が
、

道
長
に
無
断
で
大
僧
正
職
を
辞
し
て
良
円
を
律
師
に
し
た
い
と
天
皇
に
奏
上
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
に
知
っ
た
実
資
は
、
良
円
が
「
非
宿
老
」
「
非
器
」
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
慶
円
の
辞
任
に
待
っ
た
を
掛
け
た
。
道
長
が
、
険
悪
な
関
係
に
あ
る
慶
円
の

意
向
を
知
っ
た
ら
邪
魔
を
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
白
分
と
道
長
と
の
関
係
、
が

気
ま
ず
く
な
り
か
ね
な
い
と
実
資
は
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
僧
綱
人
事
で
良
円
が
律

師
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
出
家
し
て
一
一
一
年
目
（
入
山
一
四
年
目
）
、

一
二
歳
の
良
円
が
律
師
候
補
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

『
僧
綱
補
任
』
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
、
摂
関
・
大
庄
の
子
息
の
僧
侶
の

な
か
で
は
、
尋
禅
（
師
輔
白
山
）
が
律
師
を
経
ず
権
少
僧
都
に
尻
任
し
た
の
が
天
延
二

年
（
九
七
四
）
一
一
－
一
歳
、
深
覚
（
一
帥
輔
白
山
）
が
権
律
師
に
任
じ
た
の
は
長
徳
間
年

（
九
九
八
）
四
問
歳
、
む
源
（
公
示
十
息
）
が
権
律
師
に
任
じ
た
の
は
克
弘
元
年
一

0
0
四
）
二
一

O
歳
、
静
円
（
教
通
息
）
が
権
律
師
に
任
じ
た
の
は
氷
承
：
一
年
（

A
O

同
八
）
三
一
一
一
歳
、
覚
円
（
頼
通
息
）
が
律
師
を
経
ず
権
少
僧
都
に
直
任
し
た
の
は
天

忠
一
一
年
（
一

O
五
同
）
二
四
歳
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
み
れ
ば
、
大
納

言
実
資
一
息
、
が
一
一
歳
で
律
師
候
補
者
に
な
る
の
は
あ
ま
り
に
単
す
ぎ
る
。
し
か
し
実

際
に
良
円
が
権
律
師
に
任
じ
た
の
は
長
元
一
バ
年
（
一

O
－
一
八
）
で
あ
り
、
父
実
資
は

；ぉ 6；；今¥le人

右
大
臣
、
観
薬
が
良
円
な
ら
二
一
五
歳
ご
ろ
で
あ
り
、
不
円
然
で
は
な
い
。

し
か
し
律
師
候
補
賓
と
し
て
名
前
が
上
が
っ
た
の
が
出
家
三
年
目
、
二
一
歳
は
、

ど
う
み
て
も
早
す
ぎ
る
。
こ
れ
ま
で
私
が
た
ど
っ
て
き
た
考
証
の
道
は
、
ど
う
や
ら

迷
い
道
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
良
円
は
正
暦
瓦
年
（
九
九
山
）
ご
ろ
誕
生
し
た
観
薬
で

あ
る
と
の
想
定
は
、
や
は
り
間
違
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
振
り
出
し
に

戻
っ
て
「
観
薬
」
の
行
方
を
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
悲
観
的
な
こ
と
を
書
い
た
あ
と
で
、
別
稿
「
公
卿
か
ら
『
愛
子
』
を

『
附
属
』
さ
れ
る
実
資
」
（
次
号
所
収
予
定
）
を
準
備
す
る
途
中
、
公
任
息
で
実
資
に

「
附
属
」
さ
れ
た
「
金
石
」
の
そ
の
後
を
追
跡
し
て
い
て
、
一
線
の
光
明
が
差
し
て

き
た
。
「
金
石
」
は
実
資
に
「
附
属
」
さ
れ
た
あ
と
叔
母
太
皇
太
后
宮
遵
子
に
養
育
さ

れ
俗
名
「
当
隆
」
を
名
乗
り
、
出
z

一
本
し
て
「
任
円
」
と
な
り
、
さ
ら
に
改
名
し
て

「
良
海
」
と
な
っ
た
。
金
石
の
乍
年
は
私
の
推
算
で
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
前
後

で
あ
っ
た
。
本
一
柄
で
私
は
観
薬
の
生
年
を
正
暦
凹
年
（
九
九
一
一
一
）
前
後
と
推
算
し
た
。

金
石
よ
り
五
歳
前
後
年
長
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
良
海
は
、
良
円
よ
り
も
内
供
奉
十
禅

師
の
経
歴
に
お
い
て
、
先
輩
で
あ
っ
た
。
『
左
経
記
』
長
一
パ
一
パ
年
（
一

O
二
八
）
十
一
一
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月
一
一
一
十
日
条
の
僧
綱
刀
打
で
「
在
律
雨
良
円
、
内
供
労
、
以
一
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

－

凶

れ

璃

良

海

也

、

」

良
海
日
任
円
の
初
出
は
『
御
堂
開
白
記
』
長
和
一
一
年
（
一

O
二
二
）
五
月
四
日
条

（
『
小
右
記
』
の
初
出
は
同
年
七
月
十
一
円
条
）
、
推
算
一
六
歳
で
あ
っ
た
。
良
円
の

初
出
は
長
和
・
一
一
年
一

O
一
同
）
、
推
算
二

O
歳
で
内
供
に
補
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
か
と
、
さ
き
に
書
い
た
が
、
良
海
uu
任
円
は
、
良
円
よ
り
上
繭
で
あ
る
か
ら
長

和
二
年
（
一

O
二
一
一
）
に
は
す
で
に
内
供
で
あ
っ
た
。
出
家
後
と
き
を
経
ず
に
内
供

に
補
さ
れ
た
と
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
良
円
が
一
一

O
歳
で
内
供
補
任
は
不

自
然
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
五
歳
も
年
長
な
の
に
良
円
は
内
供
労
に
お
い
て
良
海
よ

り
下
臆
（
後
輩
）
な
の
か
。
そ
れ
は
良
海
が
童
殿
上
と
し
て
出
仕
し
元
服
の
の
ち
、

，
問
、
五
歳
で
出
家
し
た
の
に
対
し
、
良
円
は
な
が
く
稚
児
を
務
め
、
一
九
歳
前
後

で
元
服
し
て
山
家
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。



『小右記」こぼれ話

ま
た
通
説
ど
お
り
、
良
円
の
生
年
を
永
観
元
年
（
九
八
三
）
、
長
元
元
年
（
一

O
二

八
）
権
律
師
補
任
時
四
六
歳
と
す
れ
ば
、
良
海
（
任
円
）
が
一
五
歳
前
後
で
内
供
に

な
っ
て
い
た
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
、
良
円
は
つ
二
歳
で
ま
だ
内
供
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
齢
で
良
海
よ
り
内
供
労
に
お
い
て
下
繭
と
い
う
の
は

不
自
然
で
あ
る
。
私
の
憶
測
は
、
首
の
皮
一
枚
で
ま
だ
つ
な
が
っ
て
い
る
。

註

（l
）
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
十
一
巻
所
収
「
藤
原
実
資
略
系
」
は
「
男
童
名
観

薬
」
を
あ
げ
て
お
り
、
同
「
藤
原
実
資
年
譜
」
長
保
三
年
（
一

O
O
一
）
十
一

月
三
日
の
項
で
は
「
男
観
薬
の
出
家
を
延
ば
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
［
朝
］
」
と
し

て
お
り
、
小
論
で
検
討
す
る
『
朝
野
群
載
』
記
事
を
実
資
男
観
薬
と
み
て
い
る
。

（
2
）
『
小
右
記
』
長
徳
三
年
六
月
九
日
条
。
『
平
安
京
提
要
』
［
角
川
書
店
一
九

九
四
年
］
一
二
四
頁

（3
）
資
高
は
元
服
八
日
後
の
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
二
月
四
日
、
『
小
右
記
』
に

登
場
す
る
。
資
高
の
実
父
、
兄
の
前
大
弐
高
遠
が
実
資
邸
を
訪
れ
、
気
晴
ら
し

に
（
「
為
レ
令
レ
遊
l
蕩
心
情
」
）
同
車
し
て
白
河
殿
に
遊
ん
だ
。
資
平
と
資
高
が

後
に
乗
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
、
資
高
元
服
を
祝
福
す
る
遺
遥
で
あ
ろ
う
。

資
頼
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
長
和
元
年
（
一

O
二
一
）
四
月
五
日
条
。

実
資
は
ふ
だ
ん
外
出
し
な
い
退
屈
を
紛
ら
す
た
め
に
「
水
石
風
流
之
地
」
に
、

資
頼
の
車
に
同
車
し
て
見
物
に
出
か
け
た
。
触
械
中
の
資
平
は
別
車
で
同
道
し

た
。
資
高
の
場
合
と
、
退
屈
し
の
ぎ
を
口
実
に
連
れ
出
し
て
い
る
シ
チ
ユ
エ
イ

シ
ヨ
ン
が
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
遺
遥
も
、
資
頼
元
服
を
祝
福
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
資
頼
元
服
は
同
年
三
月
下
旬
ご
ろ
か
。
薬
口
の
元
服
の
二
ヶ
月
後
で

あ
る
。
資
頼
一
五
歳
の
元
服
と
す
る
な
ら
、
資
頼
の
生
年
は
長
保
二
年
（
一

0

0
0）
ご
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
4
）
前
掲
註
（
I
）
「
藤
原
実
資
年
譜
」
も
寛
弘
八
年
十
一
月
二
十
五
日

「
男
観
薬

元
服
の
日
時
を
勘
へ
し
む
」
と
す
る
。

（5
）
横
野
慶
道
編
『
平
安
人
名
辞
典
！
長
保
一
年
｜
』
（
高
科
書
店
一
九
九
三

年
）
は
、
良
円
の
初
出
史
料
と
し
て
近
江
来
迎
院
文
書
寛
弘
四
年
（
一

0
0

七
）
七
月
三
日
霊
山
院
過
去
帳
（
『
平
安
遺
文
』
一
一
巻
補
二
六
三
号
）
を
あ
げ

る
。
「
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
」
に
も
と
づ
い
て
正
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十

日
ま
で
毎
日
当
番
僧
を
決
め
て
釈
迦
堂
供
養
を
し
て
い
る
。
各
月
の
晦
日
は
当

番
僧
と
と
も
に
内
大
臣
家
（
公
季
）
が
当
番
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
の
な
か
の
五
月
十
九
日
に
「
良
円
」
の
名
が
あ
が
る
が
、
『
小
右
記
』
初

出
の
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
五
月
十
七
日
条
ま
で
七
年
間
、
『
小
右
記
』
に
全

く
姿
を
現
さ
な
い
。
霊
山
院
釈
迦
堂
に
結
番
し
た
「
良
円
」
は
別
人
と
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
。
良
海
の
名
も
こ
の
過
去
帳
に
み
え
る
が
、
任
円
日
良
海
な

ら
一
一
歳
、
ま
だ
童
殿
上
で
俗
名
「
当
隆
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。

過
去
帳
の
良
海
も
、
任
円
U
良
海
と
は
別
人
で
あ
る
。

（
6
）
実
資
の
養
子
資
高
（
兄
高
遠
息
）
は
翌
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
正
月
二
十

六
日
に
一
五
歳
で
元
服
し
て
い
る
（
『
小
右
記
』
）
。
こ
の
時
期
の
貴
族
の
元
服

年
齢
に
つ
い
て
は
、
服
藤
早
苗
『
家
成
立
史
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
一
九
九
一

年
）
第
四
部
「
家
と
子
供
」
第
一
章
「
古
代
子
供
論
覚
書
l
元
服
の
諸
相
l
」

第
二
章
「
元
服
と
家
の
成
立
過
程
l
平
安
貴
族
の
元
服
と
叙
位
l
」
参
照
。

（7
）
土
谷
恵
『
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
』
第
二
部
第
四
章
「
中
世
寺
院
の
章
と

見
」
、
第
六
章
「
中
世
寺
院
の
見
と
童
舞
」
（
古
川
弘
文
館
二

O
O
一年）

（8
）
平
山
隆
円
「
日
本
仏
教
に
お
け
る
僧
と
稚
児
の
男
色
」
（
『
日
本
研
究
』
三
四

号

二

O
O七
年
）
、
小
山
聡
子
「
寺
院
社
会
に
お
け
る
僧
侶
と
稚
児
『
往
生

要
集
』
理
解
を
中
心
と
し
て
」
（
『
二
松
皐
舎
大
学
論
集
』
五

O
号

二

0
0

七
年
）
、
橋
立
亜
矢
子
「
稚
児
の
性
」
（
『
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
』
六

O
巻

二

号

二

O
一
O
年
）
な
ど
。

( 184) 


